
 

 

 

 

 

協会けんぽの平均保険料率が 34 年ぶりに引下

げで 9.9％に 

 
主に中小企業の従業員が加入する全国健康保険協

会（協会けんぽ）から、「2026（令和８）年度政府予

算案を踏まえた収支見込みについて（概要）」が公表

されました。 

2026 年３月分（４月納付分）から、医療分の平均

保険料率は 10.0％から 9.9％に引き下げ、介護保険料

率は 1.59％から 1.62％に引き上げ、新設の子ども・

子育て支援金制度による支援金率は 0.23％となりま

す。 

 

◆医療分 

2026 年度の協会けんぽの収支見込みについては、

平均保険料率を上記のとおり設定した上で、政府予

算案（診療報酬改定等）を踏まえて算出した結果、

収入（総額）が 12 兆 3,979 億円、支出（総額）が 11

兆 8,841 億円と見込まれ、単年度収支差は 5,137 億

円となることが見込まれています。 

収入については、2025 年度（決算見込み）から 516

億円増加する見込みです。増加する要因は、主に「保

険料収入」について、平均保険料率を 10.0％から

9.9％に引き下げることによる減収要因がありますが、

保険料を負担する被保険者の標準報酬月額の上昇に

より増加する見込みとなること等によるものです。 

 

 

 

 

 

 

支出については、2025年度（決算見込み）から1,951

億円増加する見込みです。増加する要因は、主に「保

険給付費」について、加入者１人当たり医療給付費

が増加すること等によるものです。 

 

◆介護分 

2026 年度の介護保険料率は、2025 年度の介護保険

料率 1.59％よりも 0.03％ポイント増加し、1.62％と

なります。増加する要因は、前年度末の剰余分（保

険料率引下げに寄与）の見込み額が 2025 年度料率設

定時より小さくなることによるものです。 

 

◆子ども・子育て分 

2026 年４月から開始される子ども・子育て支援金

制度による 2026 度の支援金率については、国から示

された「実務上一律の支援金率」を踏まえて 0.23％

となります。 
【全国健康保険協会「2026（令和８）年度政府予算案

を踏まえた収支見込みについて（概要）」】 

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r8-1/26010501/ 

 

２月の税務と労務の手続期限［提出先・納付先］ 
 

10 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付［郵便

局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降

に採用した労働者がいる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

 

16 日 

○ 所得税の確定申告受付開始＜３月１５日まで＞

［税務署］ 

※なお、還付申告については２月１４日以前でも

受付可能。 

 

28 日 

○ じん肺健康管理実施状況報告の提出［労働基準監

督署］ 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告

書の提出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でな

い場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞［公共職業

安定所］ 

社会保険労務士事務所ＮＫサポート 

連 絡 先：〒160－0023  
東京都新宿区西新宿 4-1-10-205 
電 話：03-6304-2745 
F A X：03-6304-2744 
E₋m ai l：info@e-606.net 
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